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ご近所声かけ隊は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、現在 17名 

のボランティアが町内で見守り活動を行っています。 

   普段からご近所の方とあいさつを交わしたり、顔なじみになることで、いざという時に助 

け合える関係づくりに繋がります。活動にご協力いただける方は、社協へご連絡ください。 

Q＆A 

どんなことをしたらいいの？ 
 
例１）近所のひとり暮らし高齢者など、地域住民への声かけ 

例２）小中学生の登下校時の見守り活動 

例３）地域の安全確認のための防犯活動 
 
などを、買い物や散歩などで外出した時に、見守る活動をします。 

お問合せ先 八千代町社会福祉協議会   ☎０２９６－４９－３９４９ 

 

 

 

 

           
 

日本国内におけるボランティア活動中の万が一の事故やケガに備えて、ボランティア保険 
に加入しませんか？ 
ボランティア活動中に起きた事故により負った活動者自身のケガだけでなく、他者にケガ 

をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったときの賠償責任の補償に対応しています。 
 

 基本プラン 天災・地震補償プラン 
【新設】 

特定感染症重点プラン 

年間保険料 ３５０円 ５００円 ５５０円 

補 償 期 間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日まで 

加 入 方 法 
加入申込書に必要事項を記入し、ご署名またはご捺印のうえ、 保険料を添え
て八千代町社会福祉協議会へお申込みください。 

振込手数料 

 
◆3月 28日(月)までに申込む場合・・・無料 
◆3月 29日(火)以降に申込む場合・・・お申込み 1回につき 110円 
 
ゆうちょ銀行の手数料改定に伴い、お申込み１回ごとに110円の振込手数料
がかかります。 
3月28日(月)までにお申込み手続きする場合は、事務局がまとめて一括振
込するため手数料はかかりませんが、３月２９日(火)以降に加入する場合は、
振込手数料 110円は、申込者負担となりますのでご了承ください。 
  

ボランティアセンター（八千代町社協内） 

住所：〒300-3572 結城郡八千代町大字菅谷 1033 

TEL：0296－49－3949／FAX：0296－49－3866 

『社協』は社会福祉協議会の略称です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

介護保険の要介護３～５に認定された在宅の高齢者等を対象として、理髪料の助成を行って

います。令和３年度後期分の助成券の利用期限が迫っていますので、期限内にご利用いただけま

すようお願いいたします。 

なお、入院や施設入所等（長期のショートステイ利用を含む）、在宅でない時にはご利用でき

ませんのでご注意ください。 
 

助 成 額：１回の利用につき上限 ２,０００円 

利用期限：令和４年３月３１日（木）まで 

利用方法：助成券を使用し、担当の民生委員を通じて社協へ申請 
 

日常生活での悩みごとや、困りごとの相談

を行います。但し当面の間、電話相談のみの

対応となります。 
 

日  時：３月 ８日（火） 

        ９：００～１２：００ 

電話番号：０２９６－４８－２９４０ 
 

※ 町中央公民館が臨時休館となった場合は 

中止とさせていただきます。 

 

皆さまからの寄付は、町内の福祉事業に役立

たせていただきます。 

（敬称略、受付順） 

匿名 使用済み切手 ５６０枚 

遠藤 勝利 〃 ８９０枚 

匿名    〃 ３５０枚 

 

 
八千代町身体障害者福祉協会では、一緒に楽しく活動する仲間を募集しています。身体に 

障がいがある方が集い、スポーツなど様々な活動を通じて親睦を深めます。 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

令和２年度・３年度はコロナ禍で活動中止となったため、令和元年度に実施した活動様子です。 
 

＜入会のご案内＞      ＜お問合せ先＞ 

年会費１,０００円      八千代町身体障害者福祉協会事務局（八千代町社協内） 

T E L：０２９６－４９－３９４９ 

F A X：０２９６－４９－３８６６ 

 

輪投げ 紅白玉入れ 風船割り競争 


